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従業状況の更新手続きについて 

 

手続きの目的 

従業状況の更新手続きとは、在籍する被共済職員の従業状況を更新する際に行う手続きです。 

更新いただいた従業状況は、在籍する被共済職員については「掛金納付対象職員届」の提出時、退職する職員

については「被共済職員退職届」の提出時に機構に報告いただくこととなります。 

機構に報告するまでの間においては、随時修正が可能です。 

 

手続きの内容 

⚫ 退職予定日の情報 

⚫ 「ならない月」の情報（業務に従事した日数が１０日以下の月が存在する場合） 

⚫ 育児休業の情報 

 

手続きの実施者 

⚫ 共済契約者 

⚫ 施設担当者（代行依頼を実施する場合） 

 

手続きのタイミング 

⚫ 定期的な更新（機構から従業状況の更新のための定期案内メールが届いたとき） 

⚫ 掛金納付対象職員届を提出するとき 

⚫ 被共済職員退職届を提出するとき 

⚫ 退職手当共済の解除手続きを行うとき 
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 従業状況を確認し、従業状況の更新画面を表示する 

従業状況の更新画面を表示する手順を説明します。 

 従業状況の更新有無を確認する 

機構より先月分の従業状況を更新する案内メールが定期的に送付されます。 

従業状況の更新をする必要がある場合、メールの案内より従業状況の更新画面を表示してください。 

 従業状況の更新が必要な場合 
 

⚫ 「ならない月」として登録が必要な場合 

「業務に実際に従事した日数」と「従事したとみなす日」の合計日数が１０日以下の月は被共済職 

員期間とならない月となります。 

被共済職員期間とならない月がある場合には、該当職員の該当月にチェックを入れてください。 

※「掛金納付対象職員届」の提出時、「被共済職員退職届」の提出時に登録した「ならない月」を

改めて変更・更新することが可能です。 

⚫ 育児休業をとった職員、育児休業の終了日を変更する職員がいる場合 

⚫ 退職予定の職員がいる場合 

 

 従業状況更新画面を表示する 

従業状況に変更がある場合、従業状況の更新画面を表示します。 

(1) 従業状況の更新画面を表示します 

以下のいずれかから、退職手当共済システムへログインし「従業状況更新」画面を表示します。 

➢ 定期案内メールの URL リンクをクリックする場合 

５ページの「（Ａ）メールの URL から表示する場合」の手順にて登録します。 

 

➢ ホーム画面の「手続きへ」ボタンをクリックする場合 

５ページの「（Ｂ）退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合」の手順にて登録します。 

 

➢ ホーム画面のメニューから表示する場合 

６ページの「（Ｃ）退職手当共済システム ホーム画面のメニューから表示する場合」の手順にて登録します。 
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(A)  メールの URL から表示する場合 

「【ＷＡＭ退職共済】職員の従業状況を最新の状況に更新してください」という件名のメールに記載された URL をク

リックします。クリック後、退職手当共済システムへログインします。 

 

(B)  退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合 

福祉医療機構（WAM）の退職手当共済システムにログインし、ホーム画面の「職員の従業状況を最新の状況

に更新してください」の右側にある「手続きへ」ボタンをクリックします。 

⚫ 退職手当共済システムへのログインはこちら  https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001 

 

 

https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001
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(C)  退職手当共済システム ホーム画面のメニューから表示する場合 

福祉医療機構（WAM）の退職手当共済システムにログインし、ホーム画面の左上にある「≡」（ハンバーガーメ

ニュー）ボタンをクリックします。 

⚫ 退職手当共済システムへのログインはこちら  https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001 

 

表示された退職手当共済システムメニューから、「従業状況の登録」をクリックします。 

 

  

https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001
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 従業状況を更新する 

従業状況更新の手順を説明します。 

 

 登録方法を選択する 

「登録方法選択」画面にて、登録方法を選択します。 

「自身で登録する」 を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

➢ 代行依頼をする場合 

１６ページの「3. 代行者に代行入力を依頼する」を参照してください。 

  



退職手当共済システム 操作説明書 

 

 8 / 21   

  

 従業状況更新対象の職員が在籍している施設を選択する 

「従業状況更新」画面にて、施設を選択し、選択した施設に在籍する職員の一覧を表示します。 

 

施設に在籍する施設の職員が一覧で表示されます。 
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 従業状況を登録・更新する 

「従業状況更新」画面にて、登録・更新が可能な情報は次の３つです。 

 

➢ 「ならない月」情報を登録・更新する場合 

１０ページの「（Ａ）「ならない月」情報を登録・更新する」の手順にて登録します。 

 

 入力のヒント 「ならない月」とは  

「業務に実際に従事した日数」と「従事したとみなす日」の合計日数が１０日以下の月は被共済職員期間とな

らない月となります。 

被共済職員期間とならない月がある場合には、該当職員の該当月にチェックを入れてください。 

※「掛金納付対象職員届」の提出時、「被共済職員退職届」の提出時に登録した「ならない月」を改めて変

更・更新することが可能です。 

 

➢ 育児休業情報を登録・更新する場合 

１１ページの「（Ｂ）育児休業情報を登録・更新する」の手順にて登録します。 

 

➢ 退職予定日情報を登録・更新する場合 

１４ページの「（Ｃ）退職予定日情報を登録・更新する」の手順にて登録します。 
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(A)  「ならない月」情報を登録・更新する 

各職員について、「業務に実際に従事した日数」と「従事したとみなす日」の合計日数が１０日以下の月があれ

ば、該当月にチェックを入れます。 

 

内容を確認し、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 入力のヒント  

「ならない月」が一つもない場合は、「無」にチェックが入っています。 

４～3 月にいずれかにチェックが入ると「無」のチェックが自動的に外れます。 
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(B)  育児休業情報を登録・更新する 

《1》 該当の職員について、「育休確認・登録」ボタンをクリックします。 

 

《2》 「育児休業情報登録」画面にて、育児休業の取得状況を入力します。 

 

内容を確認し、画面下部の「登録」ボタンをクリックします 
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 育児休業開始日および育児休業終了（予定）日の登録について 
 

「出生日」を登録すると、「育児休業開始日」および「育児休業終了（予定）日」は自動で表示されま

す。 

➢ 「育児休業開始日」 

（男性の場合）出生日の日付を表示 

（女性の場合）出生日＋57 日(8 週間の翌日)の日付を表示 

➢ 「育児休業終了（予定）日」 

「出生日＋1 年 ー1 日」の日付を表示 

 

  

  パパ・ママ育休プラスの登録について 
 

半年延長をした場合、パパ・ママ育休プラスで「有」を選択することは出来ません。 



退職手当共済システム 操作説明書 

 

 13 / 21   

  

《3》 「育児休業情報確認」画面にて、入力した育児休業情報に間違いがないことを確認します。 

 

《4》 登録した育児休業の期間において、「育児休業情報確認」画面の下部に、出勤日数の登録欄が表示された

場合は、対象年月における出勤日数を入力します。内容に間違いがないことを確認し、「登録」ボタンをクリッ

クします。 

 

《5》 育休確認・登録が完了しました。「従業状況更新」画面に戻ります。 

  



退職手当共済システム 操作説明書 

 

 14 / 21   

  

(C)  退職予定日情報を登録・更新する 

退職予定の職員について、「退職（予定）日」欄のカレンダーボタンをクリックし、カレンダーから退職予定日を選択

します。 

 

内容を確認し、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

   退職の意向を示す職員が存在する場合 
 

退職の意向を示す職員が存在する場合、「従業状況更新」画面にて速やかに退職予定日の登録を

行ってください。登録された退職予定日の翌日以降、被共済職員退職届提出のための案内メールが

機構から送付されます。 

お手元に被共済職員退職届提出のための案内メールが届いたら、速やかに提出をお願いいたしま

す。 

なお、被共済職員退職届の提出にかかる手順については、別途「被共済職員退職届の提出手続

き」を確認してください。 
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 退職予定日を登録できないケース 
 

次の２つのケースに該当する場合、退職予定日を登録することは出来ません。 

⚫ 当年度の掛金納付対象職員届が未提出の場合、当年度の４月１日以降を退職予定日として

登録することは出来ません。速やかに掛金納付対象職員届の提出をお願いいたします。なお、掛

金納付対象職員届の提出にかかる手順については、別途「掛金納付対象職員届の提出手続き」

を確認してください。 

⚫ 共済契約の解除対象となっている職員については、退職予定日を登録することは出来ません。な

お、「社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」を提出することに

よる解除の場合に限り、退職予定日を登録することが可能です。 
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 代行者に代行入力を依頼する 

従業状況更新手続きについて、必要な場合に各施設の担当者等に処理を代行依頼できます。 

なお、処理を依頼された施設の担当者は、共済契約者と同様の手順（当該説明書の第１章～２章に記載の手順）

で依頼された処理を実施することが可能です。 

代行を依頼する場合の手順について説明します。 

 

 登録方法として代行依頼を選択する 

「2.1 登録方法を選択する」の「登録方法選択」画面にて、「代行依頼をする」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 代行者への処理を依頼する 

「代行者への処理依頼」画面にて、処理の代行の依頼をします。 

 

➢ 新しい代行者に対して依頼をする場合 

各施設の担当者等に処理を代行するよう依頼することができます。 

１７ページの「（Ａ）新しい代行者に対して依頼をする」の手順にて登録します 

 

➢ 参照依頼をする場合 

過去の依頼を参照して、新規の依頼をすることができます。 

２０ページの「（Ｂ）参照依頼をする」の手順にて登録します。 

 

➢ 再依頼をする場合 

依頼済みの依頼を再依頼することができます。 

２１ページの「（Ｃ）再依頼をする」の手順にて登録します。 
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(A)  新しい代行者に対して依頼をする 

(1) 代行者を新たに登録するため、「代行者への処理依頼」画面にて、「代行者の一覧・新規登録」ボタンをクリッ
クする 

 

(2) 「代行者の新規登録」ボタンをクリックする 

 

(3) 新たな代行者の情報を入力し、「登録」ボタンをクリックする 
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(4) 登録した代行者が表示されていることを確認して「戻る」ボタンをクリックする 

 

 代行者新規登録時のログイン ID の発行について 
 

「代行者 新規登録」画面にて、新しい代行者情報の登録が完了すると、新たに登録した代行者宛に、

ログイン ID およびパスワード変更申請のための案内（リンク）が記載されたメールが送付されます。 

 

(5) 「代行者への処理依頼」画面にて、「新規依頼」ボタンをクリックする 
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(6) 「代行者への新規依頼」画面にて、代行者の指定と依頼内容を入力する 

 

(7) 「代行者に新規依頼」ボタンをクリックする 
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(B)  参照依頼をする 

(1) 「代行者への処理依頼」画面にて、参照対象の依頼の「参照依頼」ボタンをクリックする 

 

(2) 「代行者への参照依頼」画面にて依頼内容を確認し、必要な箇所を修正して「代行者に依頼」ボタンをクリック
する 
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(C)  再依頼をする 

(1) 「代行者への処理依頼」画面にて、対象の依頼の「再依頼」ボタンをクリックする 

 

(2) 「代行者への再依頼」画面にて、依頼内容を確認し「代行者に再依頼」ボタンをクリックする 

 

以上で従業状況の更新手続きは完了です。 


